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【事務連絡者氏名】 取締役執行役員社長室長　　川中　雅浩

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 新株予約権証券

（行使価額修正条項付新株予約権付社債券等）

【届出の対象とした募集金額】 （第４回新株予約権）

その他の者に対する割当　　　　　　　　　　　 495,000円

（新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の合計額を合算した金額）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 561,495,000円

（第５回新株予約権）

その他の者に対する割当　　　　　　　　　　　 462,000円

（新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の合計額を合算した金額）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 643,962,000円

（第６回新株予約権）

その他の者に対する割当　　　　　　　　　　　 594,000円

（新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の合計額を合算した金額）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 825,594,000円

 （注）　行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約

権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出

資される財産の価額の合計額を合算した金額は増加

又は減少する可能性があります。また、新株予約権

の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社

が取得した新株予約権を消却した場合には、新株予

約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減

少する可能性があります。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

１【新規発行新株予約権証券（第４回新株予約権証券）】

（１）【募集の条件】

発行数 330,000個（新株予約権１個につき１株）

発行価額の総額 495,000円

発行価格 新株予約権１個につき1.5円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成26年３月３日（月）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
あかつきフィナンシャルグループ株式会社　社長室
東京都中央区日本橋小舟町８番１号

払込期日 平成26年３月３日（月）

割当日 平成26年３月３日（月）

払込取扱場所 株式会社みずほ銀行　兜町証券営業部

　（注）１．第４回新株予約権証券（以下、「第４回新株予約権証券」又は文脈に応じて、個別に若しくは第５回新株予約権

証券及び第６回新株予約権証券と総称して「本新株予約権」といいます。）の発行については、平成26年２月14

日（金）開催の取締役会決議によるものであります。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の「買取契約」を締

結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．平成26年２月14日（金）開催の取締役会決議により、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予

約権の割当予定先との間で本新株予約権の「買取契約」を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われ

ないこととなります。

４．本新株予約権の募集については、第三者割当の方法によります。

５．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（２）【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準

となる株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株制度を採用している。）

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は330,000株（本新株予約権１個当たりの目的で

ある株式の数（以下「割当株式数」という。）は１株）とする。

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を

調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使さ

れていない本新株予約権の目的となる株式の総数について行われ、調整の結果生じる１

株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

 その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決

議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

新株予約権の行使時の払

込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（以

下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。ただし、これにより１円未満の

端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

 ２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当

たりの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、1,700円と

する（以下「当初行使価額」という。）。

 ３．行使価額の修正

 行使価額の修正は行わない。

 ４．行使価額の調整

 (1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通

株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能

性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって

行使価額を調整する。

 
　

    

既発行普通株式数＋

交付普通株式数×
１株当たりの
払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
　

 (2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の

適用時期については、次に定めるところによる。

 ①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た

に交付する場合（ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換え

に交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは

新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を

除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けら

れているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、

また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用す

る。

 ②　株式分割または株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の

行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当

について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはそ

の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利

を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通

株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこ

れを適用する。
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 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時

価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行

する場合（無償割当の場合を含む）または本項第(4)号②に定める時価を下

回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株

予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合

を含む）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権

もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当初行使価額で

請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調

整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権または新株予約権

付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降これを適

用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌

日以降これを適用する。

 上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価

が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券ま

たは権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当

該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは

新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条

件で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価

額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、

これを適用する。

 ④　本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定

され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役

会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①ないし③の定め

にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これ

を適用する。

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに

本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普

通株式の交付数を決定するものとする。

 
　

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
　

 この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は

行わない。

 (3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額

が１円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その

後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使

価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引い

た額を使用する。

 (4）①　行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

 ②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただ

し、本項第(2)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日（株式会社東京証券

取引所（以下「取引所」という。）において売買立会が行われる日をい

う。）目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値

の平均値（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値

の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。
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 ③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、ま

た、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日に

おける当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通

株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額

調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通

株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

 (5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、

当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とすると

き。

 ②　その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発

生により行使価額の調整を必要とするとき。

 ③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく

調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による

影響を考慮する必要があるとき。

 (6）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびそ

の適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知す

る。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日ま

でに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行

う。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

561,000,000円

（注）　別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項により、行使価額が調整され

た場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額

の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間内に行

使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少す

る可能性がある。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係

る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株

予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」

欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

 ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金

 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２

分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げ

た額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増

加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間 平成26年３月３日（当日を含む。）から平成29年３月３日（当日を含む。）までとす

る。但し、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って当社が本新

株予約権の全部または一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、

取得のための通知または公告がなされた日までとする。
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新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１．行使請求の受付場所

あかつきフィナンシャルグループ株式会社　社長室

東京都中央区日本橋小舟町８番１号

 ２．行使請求の取次場所

 該当事項はありません。

 ３．行使請求の払込取扱場所

 株式会社みずほ銀行　兜町証券営業部

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下

「取得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者

に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うことにより、取得日

の到来をもって、本新株予約権１個当たり1.5円の価額（対象となる本新株予約権の個

数を乗じて１円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残

存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。本新株予約権の一部の

取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項はありません。

　（注）１．本新株予約権の行使許可

割当予定先は、本新株予約権の引受けに関して当社と締結する買取契約（以下、１新規発行新株予約権証券（第

４回新株予約権証券）において「本買取契約」といいます。）に従って当社に対して本新株予約権の行使にかか

る許可申請書（以下、「行使許可申請書」といいます。）を提出し、これに対し当社が書面により本新株予約権

の行使を許可した場合に限り、当該許可書の受領日当日から20営業日の期間（以下、「行使許可期間」といいま

す。）に、当該許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。なお、一通の行使許可申請

書に記載する行使可能新株予約権数は330,000個を超えることはできず、従前の行使許可申請に基づく行使許可期

間中に当該行使許可にかかる本新株予約権の行使可能数が残存している場合には、割当予定先は当該期間の満了

又は当該行使許可にかかる本新株予約権の全部の行使完了まで新たな行使許可申請書を提出することができませ

ん。

２．本新株予約権の行使請求の方法

(1）本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載してこ

れに記名捺印したうえ、（発行されている場合は）本新株予約権証券とともに、上記「新株予約権の行使期

間」欄記載の行使請求期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載

の行使請求受付場所に提出しなければなりません。

(2）本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書および（発行されている場合は）

本新株予約権証券を上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求

受付場所に提出し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて同欄記載の

払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(3）本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約

権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生します。

３．株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿

の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

４．本新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。
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５．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振

替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。

 

２【新規発行新株予約権証券（第５回新株予約権証券）】

（１）【募集の条件】

発行数 330,000個（新株予約権１個につき１株）

発行価額の総額 462,000円

発行価格 新株予約権１個につき1.4円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成26年３月３日（月）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
あかつきフィナンシャルグループ株式会社　社長室
東京都中央区日本橋小舟町８番１号

払込期日 平成26年３月３日（月）

割当日 平成26年３月３日（月）

払込取扱場所 株式会社みずほ銀行　兜町証券営業部

　（注）１．第５回新株予約権証券（以下、「第５回新株予約権証券」又は文脈に応じて、個別に若しくは第４回新株予約権

証券及び第６回新株予約権証券と総称して「本新株予約権」といいます。）の発行については、平成26年２月14

日（金）開催の取締役会決議によるものであります。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の「買取契約」を締

結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．平成26年２月14日（金）開催の取締役会決議により、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予

約権の割当予定先との間で本新株予約権の「買取契約」を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われ

ないこととなります。

４．本新株予約権の募集については、第三者割当の方法によります。

５．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（２）【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準

となる株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株制度を採用している。）

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は330,000株（本新株予約権１個当たりの目的で

ある株式の数（以下「割当株式数」という。）は１株）とする。

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を

調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使さ

れていない本新株予約権の目的となる株式の総数について行われ、調整の結果生じる１

株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

 その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決

議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

新株予約権の行使時の払

込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（以

下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。ただし、これにより１円未満の

端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

 ２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当

たりの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、1,950円と

する（以下「当初行使価額」という。）。

 ３．行使価額の修正

 行使価額の修正は行わない。

 ４．行使価額の調整

 (1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通

株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能

性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって

行使価額を調整する。

 
　

    

既発行普通株式数＋

交付普通株式数×
１株当たりの
払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
　

 (2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の

適用時期については、次に定めるところによる。

 ①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た

に交付する場合（ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換え

に交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは

新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を

除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けら

れているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、

また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用す

る。

 ②　株式分割または株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の

行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当

について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはそ

の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利

を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通

株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこ

れを適用する。

EDINET提出書類

あかつきフィナンシャルグループ株式会社(E03733)

有価証券届出書（組込方式）

 8/40



 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時

価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行

する場合（無償割当の場合を含む）または本項第(4)号②に定める時価を下

回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株

予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合

を含む）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権

もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当初行使価額で

請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調

整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権または新株予約権

付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降これを適

用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌

日以降これを適用する。

 上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価

が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券ま

たは権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当

該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは

新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条

件で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価

額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、

これを適用する。

 ④　本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定

され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役

会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①ないし③の定め

にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これ

を適用する。

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに

本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普

通株式の交付数を決定するものとする。

 
　

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
　

 この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は

行わない。

 (3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額

が１円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その

後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使

価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引い

た額を使用する。

 (4）①　行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

 ②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただ

し、本項第(2)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日（株式会社東京証券

取引所（以下「取引所」という。）において売買立会が行われる日をい

う。）目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値

の平均値（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値

の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。
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 ③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、ま

た、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日に

おける当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通

株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額

調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通

株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

 (5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、

当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とすると

き。

 ②　その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発

生により行使価額の調整を必要とするとき。

 ③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく

調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による

影響を考慮する必要があるとき。

 (6）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびそ

の適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知す

る。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日ま

でに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行

う。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

643,500,000円

（注）　別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項により、行使価額が調整され

た場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額

の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の権利行使期間内に行

使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少す

る可能性がある。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係

る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株

予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」

欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

 ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金

 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２

分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げ

た額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増

加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間 平成26年３月３日（当日を含む。）から平成29年３月３日（当日を含む。）までとす

る。但し、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って当社が本新

株予約権の全部または一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、

取得のための通知または公告がなされた日までとする。
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新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１．行使請求の受付場所

あかつきフィナンシャルグループ株式会社　社長室

東京都中央区日本橋小舟町８番１号

 ２．行使請求の取次場所

 該当事項はありません。

 ３．行使請求の払込取扱場所

 株式会社みずほ銀行　兜町証券営業部

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下

「取得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者

に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うことにより、取得日

の到来をもって、本新株予約権１個当たり1.4円の価額（対象となる本新株予約権の個

数を乗じて１円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残

存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。本新株予約権の一部の

取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項はありません。

　（注）１．本新株予約権の行使許可

割当予定先は、本新株予約権の引受けに関して当社と締結する買取契約（以下、２新規発行新株予約権証券（第

５回新株予約権証券）において「本買取契約」といいます。）に従って当社に対して本新株予約権の行使にかか

る許可申請書（以下、「行使許可申請書」といいます。）を提出し、これに対し当社が書面により本新株予約権

の行使を許可した場合に限り、当該許可書の受領日当日から20営業日の期間（以下、「行使許可期間」といいま

す。）に、当該許可書に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できます。なお、一通の行使許可申請

書に記載する行使可能新株予約権数は330,000個を超えることはできず、従前の行使許可申請に基づく行使許可期

間中に当該行使許可にかかる本新株予約権の行使可能数が残存している場合には、割当予定先は当該期間の満了

又は当該行使許可にかかる本新株予約権の全部の行使完了まで新たな行使許可申請書を提出することができませ

ん。

２．本新株予約権の行使請求の方法

(1）本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載してこ

れに記名捺印したうえ、（発行されている場合は）本新株予約権証券とともに、上記「新株予約権の行使期

間」欄記載の行使請求期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載

の行使請求受付場所に提出しなければなりません。

(2）本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書および（発行されている場合は）

本新株予約権証券を上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求

受付場所に提出し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて同欄記載の

払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(3）本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約

権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生します。

３．株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿

の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

４．本新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。
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５．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振

替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。

 

３【新規発行新株予約権証券（第６回新株予約権証券）】

（１）【募集の条件】

発行数 330,000個（新株予約権１個につき１株）

発行価額の総額 594,000円

発行価格 新株予約権１個につき1.8円

申込手数料 該当事項はありません。

申込単位 １個

申込期間 平成26年３月３日（月）

申込証拠金 該当事項はありません。

申込取扱場所
あかつきフィナンシャルグループ株式会社　社長室
東京都中央区日本橋小舟町８番１号

払込期日 平成26年３月３日（月）

割当日 平成26年３月３日（月）

払込取扱場所 株式会社みずほ銀行　兜町証券営業部

　（注）１．第６回新株予約権証券（以下、「第６回新株予約権証券」又は文脈に応じて、個別に若しくは第４回新株予約権

証券及び第５回新株予約権証券と総称して、「本新株予約権」といいます。）の発行については、平成26年２月

14日（金）開催の取締役会決議によるものであります。

２．申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予約権の買取契約（以下、

３新規発行新株予約権証券（第６回新株予約権証券）において、「本買取契約」といいます。）を締結し、払込

期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

３．平成26年２月14日（金）開催の取締役会決議により、本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに本新株予

約権の割当予定先との間で本買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなりま

す。

４．本新株予約権の募集については、第三者割当の方法によります。

５．振替機関の名称及び住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
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（２）【新株予約権の内容等】

当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の

特質

１．本新株予約権の目的となる株式の総数は330,000株、割当株式数（別記「新株予約

権の目的となる株式の数」欄に定義する。）は１株で確定しており、株価の上昇又

は下落により行使価額（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定義す

る。）が修正されても変化しない（但し、別記「新株予約権の目的となる株式の

数」欄に記載のとおり、調整されることがある。）。なお、株価の上昇又は下落に

より行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少

する。

 ２．行使価額の修正基準

 当社は平成26年９月３日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の

決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決

議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知（以下「行使価額修正通

知」という。）するものとし、当該通知が行われた日（以下「通知日」という。）

の翌営業日に、行使価額は、通知日（通知日が取引日（株式会社東京証券取引所

（以下「取引所」という。）において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。）

でない場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式の普通取引の終値

（気配表示を含む。）の90％に相当する金額の１円未満の端数を切下げた額に修正

される。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使価額（本欄第４項に定める価

額をいう。）を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。な

お、以下に該当する場合には当社はかかる取締役会決議及び通知を行うことができ

ない。

 ①　金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であっ

て同条第４項に従って公表されていないものが存在する場合

 ②　前回の行使価額修正通知を行ってから６ヶ月が経過していない場合

 ３．行使価額の修正頻度

 行使価額は、行使価額修正通知がなされた都度（最大で６ヶ月に１回未満）修正さ

れる。

 ４．行使価額の下限

 当初、1,700円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第４項の

規定を準用して調整される。

 ５．割当株式数の上限

 330,000株（発行済株式総数に対する割合は4.97％）

 ６．本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限

 561,000,000円（本欄第４項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使

された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性があ

る。）

 ７．本新株予約権には、割当日以降、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議

した場合に、当社取締役会で定める取得日の１ヶ月前に通知をしたうえで、当該取

得日に当社が本新株予約権の全部又は一部を取得することができる条項が設けられ

ている（詳細は別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照）。

新株予約権の目的となる

株式の種類

当社普通株式（完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準

となる株式である。なお、当社は１単元を100株とする単元株制度を採用している。）
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新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は330,000株（本新株予約権１個当たりの目的で

ある株式の数（以下「割当株式数」という。）は１株）とする。

 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を

調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使され

ていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満

の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

 その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決

議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。

新株予約権の行使時の払

込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額（以

下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。ただし、これにより１円未満の

端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

 ２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当

たりの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、2,500円と

する（以下「当初行使価額」という。）。

 ３．行使価額の修正

 当社は平成26年９月３日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の

決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決

議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、通知日の

翌営業日に、行使価額は、通知日（通知日が取引日でない場合には直前の取引日）

の取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の90％に相

当する金額の１円未満の端数を切下げた額に修正される。ただし、かかる修正後の

行使価額が下限行使価額（以下に定義する。）を下回ることとなる場合には、行使

価額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、1,700円とする。下限行使

価額は、第４項の規定を準用して調整される。なお、以下に該当する場合には当社

はかかる取締役会決議及び通知を行うことができない。

 ①　金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であっ

て同条第４項に従って公表されていないものが存在する場合

 ②　前回の行使価額修正通知を行ってから６ヶ月が経過していない場合

 ４．行使価額の調整

 (1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通

株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能

性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって

行使価額を調整する。

 
　

    

既発行普通株式数＋

交付普通株式数×
１株当たりの
払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
　

 (2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の

適用時期については、次に定めるところによる。

 ①　本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新た

に交付する場合（ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換え

に交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは

新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を

除く。）、調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けら

れているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、

また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用す

る。
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 ②　株式分割または株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の

行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当

について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはそ

の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利

を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社普通

株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこ

れを適用する。

 ③　取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時

価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行

する場合（無償割当の場合を含む）または本項第(4)号②に定める時価を下

回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株

予約権付社債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合

を含む）、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権

もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当初行使価額で

請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調

整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権または新株予約権

付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以降これを適

用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌

日以降これを適用する。

 上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株式の対価

が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券ま

たは権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当

該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権もしくは

新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点の条

件で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価

額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、

これを適用する。

 ④　本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定

され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役

会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①ないし③の定め

にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これ

を適用する。

 この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに

本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普

通株式の交付数を決定するものとする。

 
　

株式数＝

（調整前行使価額－調整後行使価額）×
調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額
　

 この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切捨て、現金による調整は

行わない。

 (3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額

が１円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その

後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使

価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引い

た額を使用する。
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 (4）①　行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

 ②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただ

し、本項第(2)号④の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日

の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（当日付けで終値

のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第

２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

 ③　行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、ま

た、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日に

おける当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通

株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額

調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通

株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

 (5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

 ①　株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、

当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とすると

き。

 ②　その他当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発

生により行使価額の調整を必要とするとき。

 ③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく

調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による

影響を考慮する必要があるとき。

 (6）本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初め

て適用する日がいずれかの修正日と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行

使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合も、下限行使価額につい

ては、本項第(2)号に従った調整を行うものとする。

 (7）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびそ

の適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知す

る。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日ま

でに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行

う。また、本項第(6)号の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価

額の調整についてのみ効力を有する。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

825,000,000円

（注）　別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項又は第４項により、行使価額

が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の

権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消

却した場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価額の総額は減少する可能性がある。

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係

る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株

予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」

欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
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 ２．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金

 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の

額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２

分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げ

た額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増

加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間 平成26年３月３日（当日を含む。）から平成29年３月３日（当日を含む。）までとす

る。但し、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄に従って当社が本新

株予約権の全部または一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、

取得のための通知または公告がなされた日までとする。

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

１．行使請求の受付場所

あかつきフィナンシャルグループ株式会社　社長室

東京都中央区日本橋小舟町８番１号

 ２．行使請求の取次場所

 該当事項はありません。

 ３．行使請求の払込取扱場所

 株式会社みずほ銀行　兜町証券営業部

新株予約権の行使の条件 本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（以下

「取得日」という。）を定めたときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者

に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うことにより、取得日

の到来をもって、本新株予約権１個当たり1.8円の価額（対象となる本新株予約権の個

数を乗じて１円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。）で、当該取得日に残

存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。本新株予約権の一部の

取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項はありません。

　（注）１．行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金調達をしようとする理由

当社は、下記「(1）資金調達の目的」に記載の資金調達を行うために、様々な資金調達方法を検討いたしました

が、下記「(4）本スキームの特徴、他の資金調達方法との比較」に記載の通り、公募増資やＭＳＣＢ等の各種資

金調達方法には各々デメリットがある中で、ドイツ銀行グループより提案を受けた下記「(2）資金調達方法の概

要」に記載のスキーム（以下、「本スキーム」といいます。）は、下記「(4）本スキームの特徴」に記載のメ

リットがあることから、下記「(4）本スキームの特徴」に記載の本スキームのデメリットに鑑みても、本スキー

ムによる資金調達方法が当社のファイナンスニーズに最も合致していると判断いたしました。そのため本新株予

約権の発行により資金調達をしようとするものであります。

(1）資金調達の目的

当社グループは、あかつき証券株式会社（以下「あかつき証券」という。）を中心に証券サービスを展開する

企業グループであり、従来より強みを有する対面営業による株式委託手数料の収益に加え、債券及び投資信託

の販売拡充、法人業務の強化及び金融商品仲介業務提携先の拡大による収益の多様化を進めてまいりました。

当社グループの中核企業であるあかつき証券におきましては、平成24年３月期に債券及び投資信託の販売拡充

や実績主義に基づく新人事制度により収益の安定化を図り、その一方で、希望退職の実施や本社移転による不

動産コストの削減など経営の合理化に取り組み、一定の収益性を保つことができる体制を構築してまいりまし

た。

その結果、当社グループ連結営業利益は、平成24年３月期第４四半期から黒字に転換し、一昨年11月以降の金

融緩和策や各種経済対策により、更なる業績の向上が図られました。
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その一方、証券事業における営業基盤については、顧客預り資産は平成24年３月期末に1,350億円から平成26年

３月期第３四半期末に1,800億円まで内部成長が図られたものの、顧客層の高齢化や若年層顧客のネット証券選

好志向により顧客基盤が減少する可能性が課題となっております。

そのような環境の中、当社は、平成24年８月14日付で発表しました当社グループの中長期ビジョン「当社グ

ループの将来の方向性」の中で、経営基盤（証券事業における顧客預り資産及び資産運用業における運用資

産）の拡大を迅速に行っていくことを最重要課題の一つとしております。また、平成25年９月11日付で上記中

期計画をアップデートした「Strategy Update 2013」を発表し、当該計画の中で、現状の顧客預り資産を現状

の約1,800億円から今後３年間で6,000億円まで拡大していくことを計画しております。

顧客預り資産の拡大を図り、現在の顧客預り資産あたりの収益水準を維持することにより、営業収益の強化が

図られ、今後の飛躍的な成長が実現できるものと期待しております。

その一方で、資本提携先の管理部門などのバックオフィスについては、あかつき証券の管理部門と機能が重複

する部門を統合し、経営の合理化及び専門性の向上を図ることにより、顧客預り資産及び営業収益をベースと

するコストは現在より低減できるものと考えており、資本提携先を当社グループの一員として事業展開を行っ

ていくことによりグループ全体の企業価値の向上に資するものと考えております。

上記の戦略のもと、当社グループでは顧客預り資産の拡大を図るべく、その方法論として、内部成長を図るの

みならず、合従連衡による外部資源の積極活用が必要不可欠であり、当社グループ外企業との資本提携をする

ことを模索しております。

これをさらに具体化していくためには、当社グループ外企業との資本提携を機動的に行うことができるよう、

一定の資金を準備しておく必要があり、当社は、今般の資金調達によりこれを実現できるものと考えておりま

す。

(2）資金調達方法の概要

今回の資金調達は、当社が割当予定先に対し本新株予約権を割当て、割当予定先による本新株予約権の行使に

伴って当社の資本が増加する仕組みとなっております。本新株予約権の行使価額は当初固定（第４回新株予約

権は1,700円、第５回新株予約権は1,950円、第６回新株予約権は2,500円）されていますが、当社は第６回新株

予約権に関して、平成26年９月３日以降、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができます。

当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、通知日の翌営業日に、行使

価額は、通知日（通知日が取引日でない場合には直前の取引日）の取引所における当社普通株式の普通取引の

終値（気配表示を含みます。）の90％に相当する金額の１円未満の端数を切下げた額に修正されます。ただ

し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額（当初1,700円とし、発行要項第11項の規定を準用して調整されま

す。）を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とします。なお、以下に該当する場合には当社

はかかる取締役会決議及び通知を行うことができません。

①　金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第４項に従って公表さ

れていないものが存在する場合

②　前回の行使価額修正通知を行ってから６ヶ月が経過していない場合

③　下記第３項に記載の行使許可期間内である場合

なお、当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、取得

の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前までに行うこ

とにより、取得日の到来をもって、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を発行価額と同額にて

取得することができますが、下記第３項に記載の行使許可期間内は、かかる買入消却をすることが本買取契約

により制限されます。
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(3）資金調達方法の選択理由

本スキームには以下の「(4）本スキームの特徴」に記載のメリットおよびデメリットがありますが、本スキー

ムは当社が行使許可を通じて本新株予約権の行使の数量および時期を一定程度コントロールすることができる

という特徴をもっており、当社の資金需要や市場環境等を勘案しながら機動的に資金を調達することができる

ため、既存株主の利益への影響を抑えながら自己資本を増強することが可能であることから、以下の「(4）本

スキームの特徴」に記載の［他の資金調達方法との比較］のとおり、他の資金調達手段と比較しても、本ス

キームによる資金調達方法が現時点において最適な選択であると判断し、これを採用することを決定しまし

た。

(4）本スキームの特徴

本スキームには、以下のようなメリット及びデメリットがあります。

［メリット］

①　固定行使価額（資金調達目標株価）によるターゲット・イシュー

株価の上昇局面において効率的かつ有利な資金調達を実現するため、新株予約権を３回のシリーズに分

け、予め将来の株価上昇を見込んで３通りの行使価額を設定しております。行使価額は原則として固定さ

れており、行使価額の修正を行うことのできる第６回新株予約権についても当社が希望しない限り行使価

額の修正は行われないため、仮に将来において株価が急落した場合でも当初の予測を超えて希薄化が促進

されることはありません。

②　行使許可条項

割当予定先は、当社の許可なく本新株予約権を行使できない仕組みとなっております。本買取契約におい

て、割当予定先は、原則として当社が本新株予約権の行使を許可した場合に限り、当該行使許可の到達日

当日から20営業日の期間に当該行使許可に示された数量の範囲内（一回あたりの権利行使上限個数は

330,000個）でのみ本新株予約権を行使できるものと定められます。当社は、かかる行使許可について、当

社の資金需要および市場環境等を見極めながらその都度判断を下します。これによって当社は、割当予定

先による権利行使に一定の制限を課し、かつ資金需要および市場環境を判断しながら権利行使許可のタイ

ミングを判断することが可能になります。

③　最大交付株式数の限定

本新株予約権の目的である当社普通株式数は990,000株で固定されており（行使価額を修正可能な第６回新

株予約権も330,000株で固定）、株価動向に係らず、最大交付株式数が限定されております。

④　買入消却条項

将来的に本新株予約権による資金調達の必要性がなくなった場合、又はそれ以上の好条件での資金調達方

法が確保できた場合等には、当社の選択により、いつでも残存する本新株予約権を買入消却することが可

能です。買入消却額は発行価額と同額であり、キャンセル料その他の追加的な費用負担は一切発生いたし

ません。

⑤　行使価額修正条項・選択権

上記①に記載の通り、本新株予約権の行使価額は原則として固定されていますが、第６回新株予約権に関

しては、当社の判断により行使価額を修正することが可能です。これによって第６回新株予約権について

は当初の目標株価であった行使価額を大幅に上回って株価が上昇した場合に資金調達額を増額でき、又は

緊急の若しくは機動的な資金ニーズに対しても対応することが可能です。なお、第６回新株予約権の行使

価額は下方にも修正される可能性がありますが、下限は1,700円と定められており、当社が行使価額の修正

を決定した後に株価が下落した場合であっても、行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組みとなって

います。

⑥　資本調達のスタンバイ（時間軸調整効果）

新株発行手続には、有価証券届出書の待機期間も含め通常数週間を要します。よって、株価がターゲット

価格に達してから準備を開始しても、数週間の発行準備期間を要し、かつその期間中の株価変動等によ

り、機動的かつタイムリーな資金調達機会を逸してしまう可能性があります。これに対し、それぞれの

ターゲット価格を設定した本新株予約権を予め発行しておくことにより、株価上昇後の有利な価格による

資金調達をスタンバイできます。
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［デメリット］

①　当初に満額の資本調達は出来ない

新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使個数を乗じた金

額の資金調達がなされます。本新株予約権の当初行使価額（ターゲット価格）は、当社の希望により、い

ずれも現時点の当社株価よりも高く設定されており、上記［メリット］⑤に記載の第６回新株予約権にお

ける行使価額の修正により行使価額がターゲット価格を下回る額とならない限り、当社株価がターゲット

価格を超えて初めて権利行使請求が行われる可能性が生じます。

②　不特定多数の新投資家へのアクセスの限界

第三者割当方式という当社と割当先のみの契約であるため、不特定多数の新投資家から資本調達を募ると

いう点において限界があります。

③　株価低迷時に、資金調達がされない可能性

株価が長期的に行使価額（第４回新株予約権は1,700円、第５回新株予約権は1,950円、第６回新株予約権

は2,500円）を下回る状況などでは、資金調達ができない可能性があります。

④　割当予定先が当社株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性

割当予定先の当社株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が新株予約権を行使

して取得した株式を市場で売却することを前提としており、現在の当社株式の流動性も鑑みると、割当予

定先による当社株式の売却により当社株価が下落する可能性があります。

⑤　割当予定先が本新株予約権を行使せず、資金調達がなされない可能性

当社から、割当予定先に対して行使を指図することはできない仕組みであり、割当予定先が行使をしない

限り全く資金調達がなされない可能性もあります。

⑥　行使価額の修正ができず、資金調達が制限される可能性

第６回新株予約権については、当初の目標株価であった行使価額を大幅に上回って株価が上昇した場合に

資金調達額を増額でき、又は緊急の若しくは機動的な資金ニーズに対しても対応できるよう行使価額の修

正を行えるようにしておりますが、金融商品取引法第166条第２項に定める当社の業務等に関する重要事実

であって同条第４項に従って公表されていないものが存在する場合（資本提携先との提携の蓋然性が高

まった場合を含む）、前回の行使価額修正通知を行ってから６ヶ月が経過していない場合及び下記第３項

に記載の行使許可期間内である場合には行使価額を修正できず、資金調達が制限される可能性がありま

す。

［他の資金調達方法との比較］

①　公募増資

公募増資による新株発行は、資金調達が一度に可能となるものの、同時に将来の１株当たり利益の希薄化

をも一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられます。

②　株主割当増資

株主割当増資では希薄化懸念は払拭されますが、割当先である既存投資家の参加率が不透明であることか

ら、十分な額の資金を調達できるかどうかが不透明であり、今回の資金調達方法として適当でないと判断

いたしました。

③　第三者割当増資

第三者割当増資は即時の資金調達として有効な手段となりえますが、現時点では適当な割当先が見つかっ

ておらず、また見つかったとしても第三者割当増資のみによっては、当社の将来的な資金需要を満たす金

額の資金調達を行うことは困難な見込みであるため、本新株予約権の発行により資金調達のパイプを整備

する必要があると判断いたしました。

④　ＭＳＣＢ

株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債（いわゆるＭＳＣＢ）の発行条件及び

行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が行使価額に応じて決定される

という構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定しないため、株価に対する直接的

な影響が大きいと考えられます。
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⑤　行使価額が固定された新株予約権

行使価額が修正されない新株予約権のみを発行する場合は、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受

できず、一方で株価下落時には行使が進まず資金調達が困難となります。

⑥　新株予約権無償割当てによる増資（ライツ・イシュー）

いわゆるライツ・イシューには当社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライ

ツ・イシューと、当社がそのような契約を締結せず、新株予約権の行使は株主の決定に委ねられるノンコ

ミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実

施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等の

コストが増大することが予想され、適切な資金調達手段ではない可能性があります。また、ノンコミット

メント型のライツ・イシューについては、上記の株主割当増資と同様に、割当先である既存投資家の参加

率が不透明であり、十分な額の資金調達を実現できるかどうかが不透明であり、割当先が金融機関一社に

特定され、その行使の動向を予想しやすい本新株予約権を比較した場合、今回の資金調達方法としては適

当でないと判断いたしました。

⑦　社債による資金調達

社債による資金調達については、予定している資金使途が顧客預り資産の拡大のための資本提携出資資金

であることを勘案し、資本増強を充足する資金調達を検討していたことから、今回の資金調達の方法とし

ては選択いたしませんでした。

２．企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第９項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデ

リバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当なし

３．当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間

で締結する予定の取決めの内容

当社は割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件として、以下の内容を含む本買取契

約を締結いたします。割当予定先は、本買取契約に従って当社に対して本新株予約権の行使に係る許可申請書

（以下、本項において「行使許可申請書」といいます。）を提出し、これに対し当社が書面（以下、本項におい

て「行使許可書」といいます。）により本新株予約権の行使を許可した場合に限り、行使許可書の受領日当日か

ら20営業日の期間（以下、本項において「行使許可期間」といいます。）に、行使許可書に示された数量の範囲

内でのみ本新株予約権を行使できます。なお、一通の行使許可申請書に記載する行使可能新株予約権数は各回

330,000個を超えることはできず、従前の行使許可申請に基づく行使許可期間中に当該行使許可に係る本新株予約

権の行使可能数が残存している場合には、割当予定先は当該期間の満了又は当該行使許可に係る本新株予約権の

全部の行使を完了することとなる行使請求書を当社に提出するまで新たな行使許可申請書を提出することができ

ません。

なお、行使許可期間中は、本新株予約権の行使価額を修正することが制限され、また、本新株予約権の買入消却

を行うことが制限されます。

４．当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当なし

５．当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決め

の内容

第４回新株予約権、第５回新株予約権、第６回新株予約権の発行に伴い、割当予定先の関係会社であるドイツ証

券株式会社は当社株主より当社普通株式について借株を行う予定です。

ドイツ証券株式会社は、本新株式の発行及び第４回新株予約権、第５回新株予約権、第６回新株予約権の行使に

より取得する当社普通株式の数量の範囲内でヘッジ目的で行う売付け以外の本件に関わる空売りを目的として、

当社普通株式の借株は行いません。

６．その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当なし

７．本新株予約権の行使請求の方法

(1）本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、当社の定める行使請求書に、必要事項を記載してこ

れに記名捺印したうえ、（発行されている場合は）本新株予約権証券とともに、上記「新株予約権の行使期

間」欄記載の行使請求期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載

の行使請求受付場所に提出しなければなりません。

(2）本新株予約権を行使請求しようとする本新株予約権者は、前号の行使請求書および（発行されている場合は）

本新株予約権証券を上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求
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受付場所に提出し、かつ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて同欄記載の

払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。

(3）本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着し、かつ当該本新株予約

権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額が前号に定める口座に入金された日に発生します。

８．株券の交付方法

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関における振替口座簿

の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付します。

９．本新株予約権証券の発行

当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しません。

10．社債、株式等の振替に関する法律の適用等

本新株予約権の行使により交付される株式の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振

替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。

 

４【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

2,031,051,000 4,000,000 2,027,051,000

　（注）１．払込金額の総額は、本新株予約権の発行に際して払込まれる金額の総額（第４回新株予約権、第５回新株予約

権、及び第６回新株予約権の合計1,551,000円）に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（本新株予

約権が全て当初行使価額で行使された場合において、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計

額、第４回新株予約権、第５回新株予約権、及び第６回新株予約権の合計2,029,500,000円）を合算した金額であ

ります。

 発行に際して払込まれる金額の総額（円）
行使に際して出資される財産の価額の合計額

（円）

第４回新株予約権 495,000 561,000,000

第５回新株予約権 462,000 643,500,000

第６回新株予約権 594,000 825,000,000

合計 1,551,000 2,029,500,000

２．行使価額が修正又は調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があり

ます。また、本新株予約権の行使期間中に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場

合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。

３．発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用等の合計額であります。
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（２）【手取金の使途】

　本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を含めた差引手取概算額は、上記(1)に記載のとおり

2,027,051,000円となる予定です。但し、本新株予約権の行使による払込みの有無と権利行使の時期は新株予約権者

の判断に依存し、また本新株予約権の行使価額は修正又は調整される可能性があるため、現時点において調達でき

る資金の額及び時期は確定したものではありません。

具体的な使途 金額（百万円） 支出予定時期

①　資本提携準備資金 2,027 平成26年12月

　（注）　調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

 

　上記「資金調達の目的」に記載したとおり、当社グループは、経営基盤（証券事業における顧客預り資産及び資

産運用業における運用資産）の拡大を迅速に行っていくことを最重要課題の一つとしており、証券事業において、

顧客預り資産1,500～2,500億円程度の拡大を目指し、資本提携することを模索しております。

　想定する資本提携先の顧客預り資産約2,500億円が当社グループに加わった場合、それにより、あかつき証券が有

する顧客預り資産約1,800億円と併せて証券サービスに関連する顧客預り資産は4,300億円となります。また、ウェ

ルス・マネジメント株式会社（当社子会社であるドリームバイザー・ホールディングス株式会社の100％子会社　所

在地：東京都港区赤坂一丁目12番32号　代表取締役社長：千野和俊）が運用する顧客預り資産約400億円を合計した

当社グループ全体の顧客預かり資産は約4,700億円となり、当社グループの顧客預かり資産が大きく増加いたしま

す。加えて、現在の顧客預り資産あたりの収益水準を維持することにより、営業収益の拡大を図ることができ、今

後の飛躍的な成長が実現できるものと期待しております。コスト面につきましても、資本提携先の管理部門などの

バックオフィスについては、あかつき証券の管理部門と機能が重複する部門を統合し、経営の合理化及び専門性の

向上を図ることにより、顧客預り資産及び営業収益をベースとするコストは現在より低減できるものと考えており

ます。

　よって、想定する資本提携先を当社グループの一員として事業展開を行っていくことは、グループ全体の企業価

値の向上に資するものと考えております。

　当社は、これまでの資本提携先の探索の過程の中で、実際に交渉が開始されてから資金調達を検討した場合、貴

重な資本提携先を喪失し、また、資金調達の可否が不透明な状況で交渉することは条件面での譲歩が必要となる可

能性があると認識しております。それゆえ、現時点で資金調達すべきと判断いたしました。調達すべき資金の金額

につきましては、想定する提携先の預り資産及び現在の上場企業のＰＥＲ等の指標等を勘案し、提携に際してのプ

レミアムとして20億円～30億円程度を予定しております。

　なお、引き続き、資本提携に向けたアプローチを行っていくものの、案件の交渉・進捗により変動する可能性も

存在することから、上記支出予定時期については現時点の見込みを記載しております。

　また、上記支出予定時期までに当社が満足する条件の提携先が現れない場合には、平成25年６月より発行してお

ります無担保社債の資金使途であるグループ関連事業強化のための投融資に充当いたします。具体的には、当社が

直接的に或いは子会社を通じて投融資することにより、証券事業における投資銀行業務及びその周辺業務に関連し

て発生するブリッジファイナンスや株式担保による貸付の資金や不動産アセットマネジメント事業における不動産

ファンドへの出資及び貸付を提供し、当社グループの各事業の拡充を図ってまいります。当社は、これら投融資の

機会を当社グループの収益機会としてとらえており、当社において資金の流動性を確保し、当社グループにおける

これらの資金ニーズに迅速に対応することによって、当社グループ全体の収益の拡大につながるものと考えており

ます。

 

第２【売出要項】
 

　該当事項はありません。
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第３【第三者割当の場合の特記事項】
 

１【割当予定先の状況】

ａ．割当予定先
の概要

名称 ドイツ銀行（Deutsche Bank Aktiengesellschaft）

本店の所在地

ドイツ連邦共和国　60325　フランクフルト・アム・マイン　タウヌ
スアンラーゲ　12
（Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic 
of Germany）

直近の有価証券報告書等
の提出日

有価証券報告書
平成25年６月27日
（2012年度（自　平成24年１月１日　至　平成24年12月31日））

有価証券報告書（2012年度）の訂正報告書
平成25年６月27日

半期報告書
平成25年９月27日
（2013年度中（自　平成25年１月１日　至　平成25年６月30日））

ｂ．提出者と割
当予定先と
の間の関係

出資関係
当社の普通株式1,860株（平成26年２月13日現在。総議決権数の
0.03％）を保有しております。

人事関係 該当事項はありません。

資金関係 該当事項はありません。

技術又は取引関係 該当事項はありません。

 

ｃ．割当予定先の選定理由

　当社は平成26年１月に、ドイツ銀行グループの日本法人であるドイツ証券株式会社から今回の資金調達方法について

最初の提案を受けました。当該提案を受け、当社内において正式な協議・検討を開始した結果、以下に述べるとおり、

割当先としてドイツ銀行グループを選定するのが最善であり、かつ本新株予約権の発行が有効な調達手段であるとの結

論に至ったため、本日、平成26年２月14日の取締役会において本件実施を決議致しました。

　当社は今回の資金調達では、既存事業の拡大による業績向上や、更なる外部環境の進展によって企業価値が上昇する

場面を着実に捉えて、資金を調達できる方法を選択したいと考えていたため、ドイツ銀行グループより提案を受けた本

スキームは、当社の事業および事業環境の進展による当社株価の上昇に伴い資金調達ができる点において当社の資金

ニーズに合致していること、また、当該手法は、ドイツ銀行グループが独自に開発した手法であり、ドイツ銀行グルー

プは平成19年２月から現在までに、当該手法を用いた資金調達で13件の実績を有していることから、当該手法を用いた

資金調達を行うには、割当予定先としてドイツ銀行グループを選定するのが最善であると判断致しました。

（注）　本割当は、日本証券業協会会員であるドイツ証券株式会社のあっせんを受けて行われたものであり、日本証券

業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。

 

ｄ．割り当てようとする株式の数

　ドイツ銀行ロンドン支店：新株予約権の目的である株式の総数990,000株（第４回330,000株、第５回330,000株、第６

回330,000株）

 

ｅ．株券等の保有方針

　割当予定先は、投資銀行業務に基づく投資有価証券として本新株予約権および本新株予約権の行使により得た株式を

保有する予定です。

 

ｆ．払込みに要する資金等の状況

　割当予定先からは、本新株予約権の払込金額（発行価額）の総額の払込みに要する資金は確保されている旨の報告を

受けており、割当予定先の直近の財務諸表等から、純資産額は56,765百万ユーロ（約79,096億円、換算レート　１ユー

ロ139.34円（平成26年２月13日の仲値））（連結、平成25年９月30日現在、未監査）と確認しているほか、当該資金の

払込みについては本買取契約においてドイツ銀行ロンドン支店の義務として確約されることから、当社としてかかる払

込みに支障はないと判断しております。

 

ｇ．割当予定先の実態
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　割当予定先であるドイツ銀行は、その株式をドイツ連邦共和国内の各証券取引所および米国ニューヨーク証券取引所

に上場しており、ドイツ連邦共和国の行政機関であるドイツ連邦金融監督庁（Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)）の監督および規制を受けております。また、ドイツ銀行ロンドン支店は、イ

ングランド銀行（Bank of England）（プルーデンス規制機構（Prudential Regulation Authority））および英国金融

行為監督機構（Financial Conduct Authority）の監督および規制を受けております。

　当社は、ドイツ連邦金融監督庁ホームページ、英国金融行為監督機構ホームページ、ドイツ銀行のアニュアルレポー

ト等でドイツ銀行の属するグループが諸外国の監督および規制の下にある事実について確認しており、また本件の斡旋

を行うドイツ証券株式会社の担当者との面談によるヒアリング内容をも踏まえ、同社ならびにその役員が暴力若しくは

威力を用い又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体（以下

「反社会的勢力」いいます。）ではなく、かつ、反社会的勢力とは関係がないものと判断しております。

 

２【株券等の譲渡制限】

　本新株予約権の譲渡の際には当社取締役会の承認が必要であります。

 

３【発行条件に関する事項】

(1）発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

　当社は、本新株予約権の発行要項およびドイツ銀行ロンドン支店との間で締結する予定の本買取契約に定められた諸

条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関（株式会社赤坂国際会計）に依頼しました。

　当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデ

ルといった他の価格算定モデルとの比較および検討を実施したうえで、一定株数および一定期間の制約の中で段階的な

権利行使がなされること、第６回新株予約権については行使請求期間中に行使価額の修正がなされる可能性があるこ

と、ならびに本新株予約権の発行要項および割当先との間で締結する予定の本買取契約に定められたその他の諸条件を

相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルのうちモンテカルロ・シミュ

レーションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。また、当該算定機関は、当社の株価、当社株式の流動性等

について一定の前提を置いた上で、本スキームにおける行使許可条項に関しては、当社が資金調達の必要性を優先しつ

つより高い行使価額水準での権利行使が促進されるような行動をとることを仮定するとともに、取得条項については行

使されないことを前提として評価を行っています。一方、割当先の権利行使行動としては、当社からの行使許可が得ら

れた場合には出来高の一定割合の株数の範囲内で速やかに権利行使が行われることを仮定しています。割当先の事務負

担・リスク負担等の対価として発生が見込まれる本新株予約権に係る発行コストや本新株予約権を行使して得た株式の

処分コストについて、他社の公募増資や新株予約権の発行事例に関する検討等を通じて合理的と見積もられる一定の水

準を想定して評価を実施しています。なお、本価格算定は本日プレスリリース「株式分割、定款の一部変更及び配当予

想の修正並びに株主優待制度に関するお知らせ」にて開示しております配当予想の修正についても織り込んでおりま

す。

　当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額レンジを参考に、当該評価額レンジの下限を下回らない

範囲内で、ドイツ銀行ロンドン支店との間での協議を経て、本新株予約権の１個の払込金額を、第４回は1.5円、第５回

は1.4円、第６回は1.8とし、本新株予約権の行使価額は当初、平成26年２月13日の東京証券取引所における当社普通株

式の普通取引の終値を、第４回は3.53％、第５回は18.76％、第６回は52.25％上回る額としました。

　本新株予約権の発行価額および行使価額の決定に当たっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性の

ある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュ

レーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられ

るところ、払込金額が算定結果である評価額レンジを参考に、当該評価額レンジの下限を下回らない範囲内で、ドイツ

銀行ロンドン支店との間での協議を経て決定されているため、本新株予約権の発行価額は、いずれも有利発行には該当

せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。

　なお、本新株予約権の発行については、監査役４名全員（うち社外監査役３名）から、①上記算定根拠に照らした結

果、有利発行に該当しない旨、並びに②(ⅰ)（第６回新株予約権については当社取締役会が行使価額の修正を決議しな

い限り）固定行使価額（資金調達目標株価）によるターゲット・イシューであるため、仮に将来において株価が急落し

た場合でも当初の予測を超えて希薄化が促進されることはないこと、(ⅱ)原則として当社の行使許可をもってターゲッ

ト価格で行使されるため急速な希薄化には一定の歯止めがかかること、及び(ⅲ)株価動向に関わらず最大交付株式数が

限定されていることから、少数株主に対して一定の配慮がなされている資本調達手段である旨の意見表明を得ておりま

す。

 

(2）発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方
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　本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数の合計は990,000株（議決権9,900個）であり、平成26年２月

14日現在の当社発行済株式総数6,642,596株（議決権個数66,230個）を分母とする希薄化率は14.90％（議決権14.95％）

に相当します。また、直近６ヶ月以内に行った第三者割当増資により発行した新株式及び処分した自己株式の株数

471,380株（議決権4,713個）と本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数990,000株（議決権9,900個）の

合計は1,461,380株（議決権14,613個）であり、平成26年２月14日現在の当社発行済株式総数6,642,596株（議決権個数

66,230個）を分母とする希薄化率は22.00％（議決権22.07％）に相当します。

　しかしながら、①本新株予約権は原則として当社の行使許可をもってターゲット価格で行使されるため急速な希薄化

には一定の歯止めを掛けることが可能であり、②本新株予約権の発行およびドイツ銀行ロンドン支店による本新株予約

権の行使による資金調達により、前述の通りに資本提携出資資金に充当し顧客預り資産拡大を図ることは当社グループ

の営業基盤の拡大及び財務基盤の安定につながるものと考えております。

　上記内容により当社グループの企業価値が向上することは、既存の株主の皆様の利益向上に資するものと考えてお

り、当社としては、本第三者割当により一時的な株式の希薄化は生じるものの、中長期的な観点からは株主の皆様の利

益の向上につながるため、希薄化の規模は合理的であると判断しました。

　なお、将来何らかの事由により資金調達の必要性が薄れた場合、又は本スキームより有利な資金調達手段が利用可能

となった場合には、当社の判断により、残存する本新株予約権を買入取得できる条項を付することで、必要以上の希薄

化が進行しないように配慮しております。

　また、当社株式の現在の流動性を考慮した場合、上記発行数量は、市場で十分に消化可能であると考えております。

 

４【大規模な第三者割当に関する事項】

　該当事項はありません。
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５【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（百株）

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合

（％）

割当後の所有
株式数

（百株）

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合

（％）

特定有価証券保管信託ソ
シエテジェネラル信託銀
行㈱

東京都港区赤坂一丁目12番
32号

18,935 28.59 18,935 24.87％

ドイチェバンクアーゲー
ロンドン610
（ドイツ銀行ロンドン支
店）
（常任代理人　ドイツ証
券株式会社）

Germany of Republic 
Federal Main, am 
Frankfurt D-60325 12, 
Taunusanlage
（東京都千代田区永田町２
丁目11番１号）

18 0.03 9,918 13.03％

プロスペクト・ジャパ
ン・ファンド・リミテッ
ド
（常任代理人　香港上海
銀行東京支店）

Trafalgar Court, Les 
Banques, St Peter Port, 
Guernsey, GY1 3QL 
Channel Islands
（東京都中央区日本橋三丁
目11番１号）

6,396 9.66 6,396 8.40％

㈱アエリア
東京都港区赤坂五丁目２番
20号

2,876 4.34 2,876 3.78％

資産管理サービス信託銀
行㈱（信託Ｅ口）

東京都中央区晴海一丁目８
番12号

2,237 3.38 2,237 2.94％

日本証券金融㈱
東京都中央区茅場町一丁目
２番10号

1,271 1.92 1,271 1.67％

㈱ＳＢＩ証券
東京都港区六本木一丁目６
番１号

1,053 1.59 1,053 1.38％

木村　欣二 東京都大田区 1,000 1.51 1,000 1.31％

木村不動産㈱
東京都中央区日本橋一丁目
16番３号

939 1.42 939 1.23％

楽天証券㈱
東京都品川区東品川四丁目
12番３号

756 1.14 756 0.99％

計 － 35,484 53.58 45,384 59.61％

　（注）１．［平成25年９月30日］現在の株主名簿を基に、平成26年２月13日までに大量保有報告書等により異動が確認でき

るものにより作成しております。

２．割当予定先であるドイツ銀行グループの「割当後の所有株式数」は、割当予定先が、本新株予約権を全て行使し

た上で取得する当社株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。割当予定先は、本新株予約権行使後の

当社株式の保有方針として、長期間保有する意思を表明しておりません。なお、独占禁止法第11条は、銀行業を

営む会社は、原則ほかの事業会社（保険会社を除きます。）の発行済株式数の５％を超えて保有することはでき

ない旨定めておりますので、割当予定先は、原則として当社発行済株式数の５％を超えて保有することはできま

せん。

３．「割当後の所有株式数」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、平成25年９月30日現在の

所有株式数を基に、平成26年２月13日までの大量保有報告書等により異動が確認できるものに基づき、(1)割当予

定先が本新株予約権を全て行使した上で取得する当社株式を全て保有し、且つ(2)本件の他に新株式発行・自己株

式処分・自己株式取得を行わないと仮定した場合の数値となります。

４．「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数

点以下第３位を四捨五入しております。
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６【大規模な第三者割当の必要性】

　該当事項はありません。

 

７【株式併合等の予定の有無及び内容】

　該当事項はありません。

 

８【その他参考になる事項】

　該当事項はありません。

 

第４【その他の記載事項】
 

　該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
 

第１【公開買付けの概要】
 

　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
 

　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
 

　該当事項はありません。
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第三部【追完情報】
 

１．事業等のリスク

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第63期事業年度）及び四半期報告書（第64期第２四半期）（訂正

報告書により訂正された内容を含み、以下「有価証券報告書等」といいます。）に記載された「事業等のリスク」につい

て、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日までの間に生じた変更はありません。

　また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要

はないと判断しております。

 

２．臨時報告書の提出

　「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第63期）の提出日以後、本有価証券届出書提出日までの間において、

以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。

 

（平成25年６月28日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　平成25年６月27日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２　報告内容

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成25年６月27日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

 

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、島根秀明、星野秀俊、川中雅浩、工藤英人、小林祐介及びドミニク・ヘンダーソンを

選任する。

 

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、小西克憲、田名網一嘉及び長田徳夫を選任する。
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(3）当該決議事項に関する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議の結果

賛成比率 可否

第１号議案 30,877 122 － 97.09％ 可決

第２号議案      

島根　秀明 30,754 245 － 96.70％ 可決

星野　秀俊 30,755 244 － 96.71％ 可決

川中　雅浩 30,790 209 － 96.82％ 可決

工藤　英人 30,755 244 － 96.71％ 可決

小林　祐介 30,755 244 － 96.71％ 可決

ドミニク・ヘンダーソン 30,755 244 － 96.71％ 可決

第３号議案      

小西　克憲 30,861 138 － 97.04％ 可決

田名網　一嘉 30,618 381 － 96.28％ 可決

長田　徳夫 30,836 163 － 96.96％ 可決

　（注）１．第１号議案、第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分（意思表示を無効とした事前行使分を含

む）及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛

成が確認できた議決権の数の割合であります。

３．賛成比率は、小数点以下第３位を四捨五入して記載しております。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に

より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。
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（平成25年８月13日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　当社において、特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関す

る内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

２　報告内容

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額及び事業の内容

名称　　　　　　　トレード・ラボ投資事業有限責任組合

住所　　　　　　　東京都中央区日本橋小舟町８番１号ヒューリック小舟町ビル９階

代表者　　　　　　無限責任組合員　株式会社トレード・ラボ

代表取締役　　島根　秀明

出資の額　　　　　585百万円（注）

事業の内容　　　　投資業務

　（注）　「出資の額」は平成25年５月24日現在の出資の額であり、提出日時点の出資の額は629百万円でありま

す。

 

(2）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の業務執行の権限の割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の業務執行の権限の割合

異動前　　　　－％

異動後　　　　100％（間接100％）

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

　トレード・ラボ投資事業有限責任組合の設立における平成25年５月24日付の出資に伴い、当該投資事業有限責任

組合は出資の額（平成25年５月24日現在585百万円）が当社の資本金の10分の１以上に相当しており、特定子会社に

該当することとなりました。

 

②　異動年月日

平成25年５月24日
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（平成25年９月26日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第４号の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。

 

２　報告内容

主要株主の異動について

(1）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主となるもの　　　　株式会社アエリア

 

(2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 3,299個 6.91％

異動後 8,325個 14.26％

　（注）１．異動前の総株主等の議決権に対する割合については、平成25年３月31日現在の総株主の議決権の数47,682個を基

準に算出しております。

２．異動後の総株主等の議決権に対する割合については、平成25年３月31日現在の総株主の議決権の数47,682個に、

平成25年４月１日から平成25年９月25日までに新株予約権行使により交付した自己株式1,067,566株に対する議決

権数10,675個を加えた58,357個を総株主の議決権の数として算出しております。

 

(3）当該異動の年月日

平成25年９月25日

 

(4）その他の事項

①　本報告書提出日現在の当社の資本金の額　　　　　　　2,875,907千円

②　本報告書提出日現在の当社の発行済株式の総数　　　　6,256,725株

 

EDINET提出書類

あかつきフィナンシャルグループ株式会社(E03733)

有価証券届出書（組込方式）

33/40



（平成25年12月12日提出の臨時報告書）

１　提出理由

　当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第４号の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。

 

２　報告内容

主要株主の異動について

(1）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

主要株主でなくなるもの　　　　株式会社アエリア

 

(2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 8,325個 14.26％

異動後 5,808個 9.91％

　（注）１．異動前の総株主等の議決権に対する割合については、平成25年９月30日現在の総株主の議決権の数58,323個を基

準に算出しております。

２．異動後の総株主等の議決権に対する割合については、平成25年９月30日現在の総株主の議決権の数58,323個に、

平成25年10月１日から平成25年12月１日までに新株予約権行使により交付した自己株式23,220株に対する議決権

数232個を加えた58,555個を総株主の議決権の数として算出しております

３．所有議決権の数には、株式会社アエリアが所有していた当社株式をみずほ信託銀行株式会社に信託したものが、

資産管理サービス信託銀行株式会社に再信託されたもので、議決権が株式会社アエリアに留保されている分を含

んでおります。

 

(3）当該異動の年月日

平成25年12月10日

 

(4）その他の事項

①　本報告書提出日現在の当社の資本金の額　　　　　　　2,875,907千円

②　本報告書提出日現在の当社の発行済株式の総数　　　　6,256,725株
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第四部【組込情報】
 

　次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 有価証券報告書
事業年度
（第63期）

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

平成25年６月27日
関東財務局長に提出

 四半期報告書
事業年度

（第64期第３四半期）
自　平成25年10月１日
至　平成25年12月31日

平成26年２月14日
関東財務局長に提出

 
有価証券報告書の
訂正報告書

事業年度
（第63期）

自　平成24年４月１日
至　平成25年３月31日

平成25年９月２日
関東財務局長に提出

　なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織（ＥＤＩＮＥＴ）を使用して提出

したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）Ａ４

－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。

 

第六部【特別情報】
 

第１【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
 

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成26年２月14日

あかつきフィナンシャルグループ株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　志保　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　雅人　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているあかつきフィナ

ンシャルグループ株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平

成25年10月１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、あかつきフィナンシャルグループ株式会社及び連結子会社の平成25年

12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 平成25年６月26日

あかつきフィナンシャルグループ株式会社  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小澤　裕治　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　雅人　　印

＜財務諸表監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるあかつきフィナンシャルグループ株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査

を行った。

　

連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制

を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、あか

つきフィナンシャルグループ株式会社及び連結子会社の平成25年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、あかつきフィナンシャルグ

ループ株式会社の平成25年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　

内部統制報告書に対する経営者の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

　内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、あかつきフィナンシャルグループ株式会社が平成25年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効で

あると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の

基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
　
　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添

付する形で別途保管しております。
２．連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書

 平成25年６月26日

あかつきフィナンシャルグループ株式会社  

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小澤　裕治　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊藤　雅人　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるあかつきフィナンシャルグループ株式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第63期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表につい

て監査を行った。

　

財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

監査意見

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、あかつき

フィナンシャルグループ株式会社の平成25年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす

べての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
　
　（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付す

る形で別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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